意見書
　　年　　　月　　　日
（あて先）高島市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
法人にあっては、
登記された事務所
または事業所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名
法人にあっては、
名称、代表者の氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 高島市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例第６条第２項の規定に基づき、下記のとおり意見を提出します。
記
	施設の名称
	　(仮称)高島市新ごみ処理施設

	生活環境の保全上の
見地からの意見
	



【意見書の提出について】


提出方法：直接持参・郵送・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかの方法によりご提出ください。


受付期間：令和７年１２月２５日（木）から令和８年１月１３日（火）まで


提出先：高島市役所環境部環境センター建設課窓口および各支所の閲覧場所


　　　　　〒５２０－１５９２


住所　滋賀県高島市新旭町北畑５６５番地


電話番号　０７４０－２５－８１０４


ＦＡＸ　　０７４０－２５－８１５６


Ｅメール　� HYPERLINK "mailto:kankyo-j@city.takashima.lg.jp" �kankyo-j@city.takashima.lg.jp�


　　提出された意見書については、本市の見解をまとめ、市ホームページで公表します。


　　なお、個人情報は非公表とします。


また、個別の回答は行いませんので予めご了承ください。








